
福岡広域都市計画地区計画の決定（福岡市決定） 

都市計画北原・田尻地区地区計画を次のように決定する。 

名 称 北原・田尻地区地区計画 

位 置 福岡市西区大字徳永，周船寺三丁目及び大字田尻の各一部 

面 積 約 ２０．１ｈa 

地区計画の目標 

  当地区は，本市の都心部から西へ約１３ｋｍ，ＪＲ筑肥線九
大学研都市駅から北側約８００ｍの距離に位置し，幹線道路で
ある国道２０２号と都市計画道路学園通線が結節する交通利便
性の高い地区である。また，活力創造拠点である九州大学伊都
キャンパスや地域拠点「今宿・周船寺地区」と連携し，一体的
な拠点地域の形成が期待されている。

このため，学園通線沿道で行われる土地区画整理事業による
基盤整備とあわせて，高い交通利便性を生かし，地域と学生が
交流する場や九大学研都市駅周辺との相互補完する機能を誘導
するとともに，新たな開発に際し周辺の農地などの緑豊かな環
境に配慮し，既存の低層住宅地としての良好な住環境の保全を
及び，良好な市街地環境の形成・保全を図ることとする。 
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土地利用の方針 

 良好な市街地環境の形成・保全を図るため，当地区を次のよ
うに区分し，各ゾーンの土地利用の方針を以下のように定め
る。 

【区画整理ゾーン１，２】 
 九州大学伊都キャンパスと地域拠点「今宿・周船寺地区」

との結節点として，地域と学生が交流する場の創出や九大学
研都市駅周辺の都市機能を相互補完する商業・業務施設など
，地区のシンボルとなる施設の立地・誘導を図る。 

【区画整理ゾーン３】 
 基幹道路の沿道という高い交通利便性を生かした沿道サー

ビス施設や九大学研都市駅周辺の都市機能を相互補完する商
業・業務施設の立地・誘導を図る。 

【区画整理ゾーン４】 
 隣接する低層住宅地と幹線沿道の大規模な施設用地とのバ

ッファーゾーンとして，段階的な規模の建築物の立地・誘導
を図る。 

【区画整理ゾーン５，６，７】 
 隣接する農地や既存の低層住宅地との調和を図り計画的な
低層住宅地の形成を図る。 

【既存集落ゾーン１，２，３】 
既存のゆとりある良好な低層住宅地の維持・保全を図る。 

【既存集落ゾーン４】 
  隣接する農地や低層住宅地との調和を図りながら，幹線道
路沿道にふさわしい日常利便施設等の立地誘導を図る。 

地 区 施 設 の  
整 備 の 方 針         

良好な市街地環境の形成に必要な区画道路（幅員６ｍ）を適
切に配置する。 

建 築 物 等 の         
整 備 の 方 針         

 区分された各地区の特性に応じ，それぞれ次のような制限を
定め，良好な市街地環境の形成・保全を図る。 
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建 築 物 等 の         
整 備 の 方 針         

【区画整理ゾーン１】 
 地区のシンボルとなる施設の立地・誘導を図り，健全な
市街地の形成を図るため，建築物の用途の制限及び敷地面
積の最低限度を定める。 

地区内外の緑豊かな環境との調和を図るため，垣又は柵
の構造の制限，建築物の緑化率の最低限度を定める。 

【区画整理ゾーン２】 
 地区のシンボルとなる施設の立地・誘導を図り，健全な
市街地の形成を図るため，敷地面積の最低限度を定める。 

周辺に広がる既存の住宅地や優良農地との調和を図るた
め，垣又は柵の構造の制限，建築物の緑化率の最低限度を
定める。 

【区画整理ゾーン３】 
 幹線沿道にふさわしい商業・業務施設などの立地・誘導
を図るため，建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

周辺に広がる既存の住宅地や優良農地との調和を図るた
め，建築物等の高さの最高限度，垣又は柵の構造の制限，
建築物の緑化率の最低限度を定める。 

【区画整理ゾーン４，６】 
 ゆとりある市街地の形成・保全を図るため，建築物の敷
地面積の最低限度を定める。 

周辺に広がる既存の住宅地や優良農地との調和を図るた
め，建築物の用途の制限，垣又は柵の構造の制限を定め
る。 

【区画整理ゾーン５】 
 ゆとりある市街地の形成・保全を図るため，建築物の敷
地面積の最低限度を定める。 

周辺に広がる既存の住宅地や優良農地との調和を図るた
め，建築物の用途の制限，建築物等の高さの最高限度，垣
又は柵の構造の制限を定める。 

【区画整理ゾーン７】 
 ゆとりある市街地の形成・保全を図るため，建築物の敷
地面積の最低限度を定める。 

周辺に広がる既存の住宅地や優良農地との調和を図るた
め，建築物等の用途の制限，建築物の容積率の最高限度，
建築物の建蔽率の最高限度，建築物等の高さの最高限度，
垣又は柵の構造の制限を定める。 

【既存集落ゾーン１，３】 
 周辺に広がる優良農地との調和を図り，既存の良好な戸
建て住宅地としての環境の維持保全を図るため，建築物等
の用途の制限，建築物の敷地面積の最低限度及び垣又は柵
の構造の制限を定める。 

【既存集落ゾーン２】 
 周辺に広がる優良農地との調和を図り，既存の良好な戸
建て住宅地としての環境の維持保全を図るため，建築物等
の用途の制限，建築物の敷地面積の最低限度，建築物の容
積率の最高限度，建築物の建蔽率の最高限度，建築物等の
高さの最高限度，垣又は柵の構造を定める。 

【既存集落ゾーン４】 
 幹線沿道にふさわしい日常利便施設の立地誘導を図るた
め，建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

周辺に広がる既存の住宅地や優良農地との調和を図るた
め，建築物等の高さの最高限度の制限を定める。 

【各ゾーン共通】 
 建築物の建て詰まりを防止し，日照・通風等を確保し，
大学の玄関口にふさわしい景観形成と，周辺環境と調和し
た市街地環境の形成・保全を図るため，壁面の位置の制限
，建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 
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面 積 約 １３．６ha 
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地区の

区分

地区の名称 区画整理ゾーン１ 区画整理ゾーン２ 区画整理ゾーン３ 区画整理ゾーン４ 区画整理ゾーン５ 区画整理ゾーン６ 区画整理ゾーン７

地区の面積 約１．６ha 約１．０ha 約５．６ha 約１．１ha 約２．３ha 約１．５ha 約０．５ha 

建築物等の

用 途の制限

建築してはならない建築物

は，次に掲げるものとする。 

１．風俗営業等の規制及び業

務の適正化等に関する法律

第２条第１項及び第５項に

掲げる用途に供する建築物

２．建築基準法別表第２（ほ）

項第２号に掲げる建築物

床又は壁で区画された各住戸の床面積が３５㎡以下の共同住宅及び長屋は，建築してはな

らない。

建築することができ

る建築物は，建築基準

法別表第２（い）項に掲

げる建築物とする。

ただし，床又は壁で

区画された各住戸の床

面積が３５㎡以下の共

同住宅及び長屋は除

く。 

建築物の容積率の

最高限度
１０分の８

建築物の建蔽率の最

高限度
１０分の５

建 築 物 の

敷地面積の

最 低 限 度

１，０００㎡ ３００㎡ ２００㎡ 

ただし，次の各号の一に該当する建築物の敷地については，この限りではない。

１．巡査派出所，公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

２．土地区画整理事業による換地処分又は仮換地の指定の際，現に建築物の敷地として使用されている土地でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならばこの規定に適合しないこととなる土地について，その全部を一の敷地として使用するもの（この規定に適合するに至ったものを除く。）

３．この地区計画の告示の日において，現に建築物の敷地として使用されている土地でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこの

規定に適合しないこととなる土地について，その全部を一の敷地として使用するもの（この規定に適合するに至ったものを除く。）

壁面の位置の制限
建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離の最低限度は，１ｍとする。
ただし，建築基準法施行令第１３５条の２１各号の一に該当する建築物若しくは建築物の部分又は壁を有しない自動車車庫（建築物に附属するものに限る。）については適用しない。

建築物等の

高  さ  の
最 高 限 度

１．２０ｍ

２．本地区計画の区域の区画
整理ゾーン７，既存集落ゾ
ーン２及び区域外の市街化
調整区域に対して，冬至日
の真太陽時による午前８時
から午後４時までの間にお
いて，平均地盤面から１．５
ｍの高さの水平面に，地区
計画区域界からの水平距離
が，５ｍを超え１０ｍ以内
の範囲にあっては４時間以
上，１０ｍを超える範囲に
あっては２．５時間以上日
影となる部分を生じさせる
高さの建築物は建築しては
ならない。 
ただし，軒の高さが７ｍ

以下の建築物かつ地階を除
く階数が２以下の建築物
は，この限りではない。

１．１０ｍ

２．本地区計画の区域外の市
街化調整区域に対して，冬
至日の真太陽時による午前
８時から午後４時までの間
において，平均地盤面から
１．５ｍの高さの水平面に，
地区計画区域界からの水平
距離が，５ｍを超え１０ｍ
以内の範囲にあっては４時
間以上，１０ｍを超える範
囲にあっては２．５時間以
上日影となる部分を生じさ
せる高さの建築物は建築し
てはならない。 
ただし，軒の高さが７ｍ

以下の建築物かつ地階を除
く階数が２以下の建築物
は，この限りではない。

１．１０ｍ

２．建築物の各部分の

高さは，当該部分か

ら前面道路の反対側

の境界線又は隣地境

界線までの真北方向

の水平距離に １．

２５を乗じて得たも

のに５ｍを加えたも

の以下とする。

建築物等の

形 態 又 は

意匠の制限

１）建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の形態，意匠及び色彩は，周囲の環境に調和したものとする。

２）屋外広告物は，過大とならず周囲の環境と調和するよう色彩，大きさ及び設置場所に留意し，美観，風致を損なわないものとする。

３）高架水槽等の屋外設置物及び工作物は，露出面積を少なくする等景観に配慮するものとする。

垣又は柵の

構造の制限

道路境界に面して設ける垣又は柵の構造は，生垣若しくは透視可能なフェンス等にあわせて植栽を施したものにするなど，緑化に配慮したものとする。ただし，門柱及び意匠上これに附属する部分並

びにフェンスの基礎等に用いるためのコンクリートブロック等については，この限りではない。

建築物の緑化率の

最低限度
１０分の１
ただし，敷地面積が３００㎡未満である敷地については，この限りではない。
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「地区計画及び地区整備計画の区域，壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」

理 由 

地域の利便性の向上及び隣接する住宅地などに配慮した良好な市街地環境の形成を図るため，本案のとおり決定するものである。
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画

地区施設の配置及び規模
その他の

公共空地

名称 幅員 延長 摘要 

道路１（石崎） ６ｍ 約９０ｍ 

道路２（２０２号沿道） ６ｍ 約６０ｍ 

面 積 約 ６．５ha 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の

区分

地区の名称 既存集落ゾーン１ 既存集落ゾーン２ 既存集落ゾーン３ 既存集落ゾーン４

地区の面積 約０．９ha 約０．６ha 約１．６ha 約３．４ha 

建 築物等の

用 途の制限

床又は壁で区画された各住戸

の床面積が３５㎡以下の共同

住宅及び長屋は，建築してはな

らない。

建築することができる建築物は，建築基準法

別表第２（い）項に掲げる建築物とする。ただ

し，床又は壁で区画された各住戸の床面積が３

５㎡以下の共同住宅及び長屋は除く。 

床又は壁で区画された各住戸

の床面積が３５㎡以下の共同

住宅及び長屋は，建築してはな

らない。

建築物の容積率の

高限度
１０分の８

建築物の建蔽率の

高限度
１０分の５

建 築 物 の

敷地面積の

低 限 度

１５０㎡ １６５㎡ ２００㎡ 

ただし，次の各号の一に該当する建築物の敷地については，この限りではない。

１．巡査派出所，公衆便所その他これらに類する建築物で公益上必要なもの

２．この地区計画の告示の日において，現に建築物の敷地として使用されている土地でこの規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するな

らばこの規定に適合しないこととなる土地について，その全部を一の敷地として使用するもの（この規定に適合するに至ったものを除く。）

壁面の位置の

制    限

１．建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から道路境界線及び隣地境界線までの距離の 低限度は，１ｍとする。

ただし，この地区計画の告示の日において，この規定に適合しない部分を有する建築物について，全部除却を伴う改築を行う場合を除き，次の各号の一に該当する場合においては，この限り

でない。

（１）この規定に適合しない部分において，その範囲内で改築，大規模の修繕又は大規模の模様替（以下「改築等」という。）をする場合。

（２）この規定に適合しない部分以外の部分において，この規定に適合する増築及び改築等をする場合

２．前項の規定は，建築基準法施行令第１３５条の２１各号の一に該当する建築物若しくは建築物の部分又は壁を有しない自動車車庫（建築物に附属するものに限る。）については適用しない。 

建築物等の

高 さ の

高 限 度

１．１０ｍ

２．建築物の各部分の高さは，当該部分から

前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線

までの真北方向の水平距離に１．２５を乗

じて得たものに５ｍを加えたもの以下とす

る。

本地区計画の区域外の市街化調整区域に対して，冬至日の真太陽時による

午前８時から午後４時までの間において，平均地盤面から１．５ｍの高さの

水平面に，地区計画区域界からの水平距離が，５ｍを超え１０ｍ以内の範囲

にあっては４時間以上，１０ｍを超える範囲にあっては２．５時間以上日影

となる部分を生じさせる高さの建築物は建築してはならない。 

ただし，軒の高さが７ｍ以下の建築物かつ地階を除く階数が２以下の建築

物は，この限りではない。 

建築物等の

形 態 又 は

意匠の制限

１）建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の形態，意匠及び色彩は，周囲の環境に調和したものとする。

２）屋外広告物は，過大とならず周囲の環境と調和するよう色彩，大きさ及び設置場所に留意し，美観，風致を損なわないものとする。

３）高架水槽等の屋外設置物及び工作物は，露出面積を少なくする等景観に配慮するものとする。

垣又は柵の

構造の制限

道路境界に面して設ける垣又は柵の構造は，生垣若しくは透視可能なフェンス等にあわせて植栽を施したものに

するなど，緑化に配慮したものとする。ただし，門柱及び意匠上これに附属する部分並びにフェンスの基礎等に用

いるためのコンクリートブロック等については，この限りではない。なお，徳永 1941 号線及び横浜田尻線（西 9193）
沿いで水路に面する部分は，対象外とする。
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